


漁船保険制度の概要

１．　制度の目的
　漁船保険制度は、漁業者等が必要とする保険（漁船保険、漁船積荷保険、漁船船主責任保険、
漁船乗組船主保険および任意保険など）の提供を通じて、漁業経営の安定に資することを目的と
しています。

２．　漁船保険の種類

漁船損害等補償法漁船損害等補償法

漁船保険

漁船積荷保険

特殊保険

普通損害保険

満期保険

漁船積荷保険

漁船船主責任保険

特殊保険

基本損害

人命損害

乗客損害

漁船乗組船主保険

任意保険

乗客損害

プレジャーボート責任保険

転載積荷保険転載積荷保険

漁船乗組員給与保険法

漁船乗組員給与保険

①

②

③

　沈没、座礁、火災などの事故によって漁船の船体、機関、設備などに生じた損害
や、漁船を救助するために要した費用などに対して保険金をお支払いする保険です。

　普通損害保険と全く同様に保険金をお支払いするとともに、保険期間満了時に保険
加入時の保険金額相当額を満期保険金としてお支払いする積立保険です。

　戦争、変乱、襲撃、捕獲、だ捕又は抑留によって漁船に生じた損害に対して保険金
をお支払いする保険です

普 通 損 害 保 険

満 期 保 険

特 殊 保 険③

④

⑤

をお支払いする保険です。

　漁船が衝突した場合の相手船に対する損害賠償責任や、漁船の運航に伴って生じた
第三者に対する賠償責任及び費用に対して保険金をお支払いする保険です。

　漁船に発生した事故が原因となって、その漁船に積載されていた漁獲物や仕込品に
生じた損害に対して保険金をお支払いする保険です。

特 殊 保 険

漁 船 船 主 責 任 保 険

漁 船 積 荷 保 険



⑥

⑦

⑧

⑨ 漁 船 乗 組 員 給 与 保 険

　漁船の乗組船主（船主であり同時に乗組員である者）が、漁船上において不慮の事
故によって死亡したり行方不明となった場合又は後遺障害となった場合に一定金額の
保険金をお支払いする保険です。

　5トン未満のプレジャーボートの運航に伴って生じた賠償責任や、救助費用などに対
して保険金をお支払いする保険です。

　冷凍運搬船に転載した漁獲物等に生じた損害に対して保険金をお支払いする保険で
す。

　漁船の乗組員が抑留された場合に、その乗組員の給与の支払いを保障する保険です

転 載 積 荷 保 険

漁 船 乗 組 船 主 保 険

プレジャーボート責任保険

⑨

３．　保険・再保険の仕組み

漁 船 乗 組 員 給 与 保 険
　漁船の乗組員が抑留された場合に、その乗組員の給与の支払いを保障する保険です
（この保険は漁船乗組員給与保険法という法律に基づいています。）。
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漁船保険の推移
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１． 普通保険引受・支払実績の推移
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２ ①普通保険トン数区分別引受隻数の推移（20トン未満階層） 引受実績合計
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②普通保険トン数区分別引受隻数の推移（20トン以上階層）
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３． 普通損害保険の船齢別引受隻数の推移 平成 ４年度
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漁船保険の実績

年　度 引受隻数（隻） 保険金額（千円） 純保険料（千円） 事故件数（件） 支払保険金（千円）

平成１３ 224 674 1 348 459 346 19 007 040 62 158 20 003 824平成１３ 224,674 1,348,459,346 19,007,040 62,158 20,003,824

平成１４ 220,254 1,299,647,615 18,949,193 59,442 18,499,733

平成１５ 216,336 1,258,127,988 18,794,796 61,069 19,768,365

平成１６ 212,580 1,216,211,374 18,673,636 64,025 18,868,860

平成１７ 208,652 1,168,363,161 18,115,921 59,954 17,413,593

平成１８ 204,101 1,122,259,088 17,859,612 54,830 17,401,617, , , , , , , , ,

平成１９ 199,430 1,085,822,801 17,397,920 51,218 15,277,356

平成２０ 195,201 1,059,024,970 16,085,433 44,677 13,854,265

平成２１ 191,580 1,029,798,649 15,643,541 45,388 15,961,607

187,886 1,005,449,874 15,398,851 44,406 14,056,236
(83.6%) (74.6%) (81.0%) (71.4%) (70.3%)

（注）平成22年度の下段の（）書きは、平成13年度対比。
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（１）　プレジャーボート責任保険

年　度 引受隻数（隻） 保険金額（千円） 純保険料（千円） 事故件数（件） 支払保険金（千円）

平成１３ 6,123 426,641,000 43,077 23 9,459

平成１４ 7,303 611,069,000 58,580 34 4,276

平成１５ 9,534 898,666,000 84,839 55 10,032

平成１６ 10,793 1,101,915,000 97,479 95 15,656

平成１７ 11,881 1,418,219,000 106,437 99 16,063

平成１８ 12 946 2 219 323 000 118 746 119 30 995平成１８ 12,946 2,219,323,000 118,746 119 30,995

平成１９ 13,724 2,786,037,000 115,758 148 73,296

平成２０ 14,770 3,274,689,000 116,689 138 26,896

平成２１ 15,612 3,691,814,000 125,072 181 31,826

16,188 3,948,167,000 128,906 165 33,408
(264.4%) (925.4%) (299.2%) (717.4%) (353.2%)

（注）平成22年度の下段の（）書きは、平成13年度対比。
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（注）平成22年度の下段の（）書きは、平成13年度対比。
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（２）　転載積荷保険

年　度 引受隻数（隻） 保険金額（千円） 純保険料（千円） 事故件数（件） 支払保険金（千円）

平成１３ 128 10,792,765 10,339 0 0

平成１４ 122 8,520,890 8,604 0 0

平成１５ 105 6,556,480 6,007 0 0

平成１６ 86 6,452,400 5,463 0 0

平成１７ 79 5,104,590 4,958 0 0

平成１８ 56 3 443 872 3 501 0 0平成１８ 56 3,443,872 3,501 0 0

平成１９ 27 1,885,445 2,072 0 0

平成２０ 25 2,153,540 2,651 0 0

平成２１ 31 2,847,530 3,001 0 0

48 3,822,443 3,157 0 0
(37.5%) (35.4%) (30.5%) (-) (-)

（注）平成22年度の下段の（）書きは、平成13年度対比。

平成２２

（注）平成22年度の下段の（）書きは、平成13年度対比。
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漁船保険・漁船保険中央会略年表

年　次 月 事　　　項

昭和１２年 ６ 漁船保険法施行

昭和１７年 ４ 戦争保険実施

昭和２２年 ２ 戦争保険廃止

昭和２４年 ３ 社団法人漁船保険協会（漁船保険中央会の前身）設立

昭和２６年 ４ 特殊保険実施

昭和２７年 ３ 漁船保険法廃止

４ 漁船損害補償法施行漁船損害 償法

１０ 漁船保険協会解散

漁船保険中央会設立

１２ 漁船乗組員給与保険実施

昭和２８年 ９ 満期保険実施

昭和４１年 ７ 漁船再保険特別会計の剰余金１２億円を漁船保険振興事業費として漁船保険中央会昭和４１年 ７ 漁船再保険特別会計の剰余金１２億円を漁船保険振興事業費として漁船保険中央会
に交付

昭和４８年 ７ 漁船再保険特別会計の剰余金３５億円を漁船保険振興事業費として漁船保険中央会
に交付

１０ 漁船積荷保険試験実施。漁船保険中央会、漁船積荷保険再保険事業試験実施

昭和５１年 １０ 漁船船主責任保険試験実施。漁船保険中央会、漁船船主責任保険再保険事業試験実
施

昭和５３年 ６ 漁船積荷保険臨時措置法の一部改正（試験実施期間５年を１０年に延長）

７ 漁船保険中央会、海外操業漁船損害補償事業実施

昭和５６年 １０ 漁船損害等補償法施行（漁船船主責任保険本格実施）。漁船保険中央会、漁船船主責
任保険再保険事業及び同補完再保険事業実施

昭和５８年 １０ 漁船積荷保険本格実施。漁船保険中央会、漁船積荷保険補完再保険事業実施

昭和６２年 １１ 漁船保険制度創設５０周年、漁船保険中央会創立３５周年記念式典挙行

平成元年 １０ 漁船船主責任保険乗客損害実施平成元年 １０ 漁船船主責任保険乗客損害実施

平成５年 １０ 漁船保険中央会、遠洋漁業漁船積荷保険事故防止事業実施

平成１１年 １０ 漁船損害等補償法の一部を改正する法律施行。漁船保険中央会、普通保険及び漁船
積荷保険再保険事業並びに任意保険（プレジャーボート責任保険及び転載積荷保険）
再保険事業実施

１２ 漁船再保険特別会計より１３億円を普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事
業準備金交付金として漁船保険中央会に交付

平成１２年 ３ 転載積荷保険の実施に伴い 漁船保険中央会 遠洋漁業漁船積荷保険事故防止事業平成１２年 ３ 転載積荷保険の実施に伴い、漁船保険中央会、遠洋漁業漁船積荷保険事故防止事業
廃止

平成１３年 ７ 漁船保険中央会、普通保険及び漁船積荷保険の損害調査料徴収を廃止し付加再保険
料を徴収

平成１４年 ３ 漁船検診事業を廃止

４ 漁船保険中央会民間法人化

１１ 漁船保険制度創設６５周年、漁船保険中央会創立５０周年記念式典挙行

平成１９年 １１ 漁船保険制度創設７０周年、漁船保険中央会創立５５周年記念式典挙行



漁船保険中央会の概要

１．　組織の概要
（１） 設立 昭和２７年１０月２３日
（２） 目的 漁船損害等補償法に基づき、漁船保険事業等の健全な発達を図るとともに

普通保険再保険事業等を行う。
（３） 会員数 ４５漁船保険組合（業態組合２ 地域組合４３）（３） 会員数 ４５漁船保険組合（業態組合２、地域組合４３）
（４） 会長 上野　新作
（５） 役員の数 理事１７人（常勤３人）、監事３人
（６） 職員数 ５０人（嘱託４人を含む。）
（７） 所在地 〒１００－００１１　東京都千代田区内幸町１－２－２

日比谷ダイビル９階
TEL.０３－３５９１－３１０１（代）　FAX.０３－３５９１－３０１０

２．　業務内容
（１） 漁船保険等及び任意保険の保険料率の算出
（２） 漁船保険等及び任意保険に係る事故及び損害の発生の予防及び防止に関する事項の調査、指導

及び助成
（３） 海外における漁船の安全操業を確保するための情報の提供及び当該漁船に係る損害の補償
（４） 会員の委託によってする漁船保険等の引受のための漁船の調査及び任意保険の引受のための漁船

その他の船舶の調査並びに当該漁船保険等及び任意保険に係る事故及び損害の調査
（５） 漁船保険等及び任意保険の普及宣伝
（６） 会員の職員の指導及び福利厚生（ ） 会員の職員の指導及び福利厚生
（７） 機関誌の発行及び図書の出版
（８） 普通保険再保険事業
（９） 漁船船主責任保険再保険事業
（１０） 漁船乗組船主保険再保険事業
（１１） 漁船積荷保険再保険事業
（１２） 任意保険再保険事業
（１３） その他漁船保険事業等及び任意保険事業の健全な発達を図るための調査、指導及び助成
（１４） 前各号の事業に付帯する事業（１４） 前各号の事業に付帯する事業
（１５） 漁船船主責任保険補完再保険事業
（１６） 漁船積荷保険補完再保険事業 （平成２３年7月１日現在）
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